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１．新役員候補選出 
 

 
１０月から１１月にかけて令和７年度 PTA

会長候補の立候補、並びに副会長候補の推

薦を行いました。お陰様で下記のメンバーを選

出できる運びとなりました。（選挙を経ずに決

定したのは２年連続になります。）来年５月

実施予定の PTA総会で承認いただけますと

正式に執行部としての活動が始まります。皆

様のご理解と、ご協力を宜しくお願いします。 

 

会   長候補：三好 剛太（浜城自治会） 

副会長候補：小島 幸美（高塔自治会） 

副会長候補：藤田晋一郎（浜城自治会） 

副会長候補：國本 健太（新川自治会） 

監   査候補：杉岡 由貴（蓮輪自治会） 

監   査候補：彌冨 香織（旭自治会） 

 

２．PTA内規変更に至る経緯 
 

 

昨今の児童数減少に伴う学級数の削減で、

当会の各種役員もなり手が限らるようになりま

した。また約４年間のコロナ禍による活動縮

小で今後の PTA活動の在り方を深考する機

会が執行部内でも増えて参りました。併せて

本年６月、町の PTA連合会解散が決定

し、宛職（該当の役に就任すると自動で町

PTA の職を宛がわれる仕組み）として用意し

ていたいくつかの役が不要になることが判明し 

ました。そこで PTA の再構築のため、各種

役職ヒヤリングを行い全家庭にアンケートを

取ったのち、内規変更しようという結論に至り

ました。第一弾として８月に過去２年間で

地区評議委員・各部長を担っていただいた

方にアンケートを実施しました。内容としては 

 

① 現在の役割内容の確認 

② 役割の見直し案について 

③ その他、全般的なご意見について 

 

の３つです。この中で目立ったご意見が役割

量の偏りです。各地区に根差した個別特有

の役割は PTA として介入するのはが難しい

部分もありますが、それ以外の専門部（環

境部、文化部、健康部）の分掌や役職選

出の方法を根本的に変えることは可能で

す。会員一人一人の役割を平準化すること

で、限られた保護者のエネルギーを、効果的

に子どもたちのために使うことができるのでは

ないか、という方向性がアンケート結果から

導かれました。 

 

３．内規変更アンケート結果 
 

 
そこで第二弾としまして、全家庭に向けて麻

郷小学校 PTA内規変更についてのアンケ

ート」を１１月１日に実施しました。内容に

ついてはお配りした通りですが、結果は 

提示案に賛成： ４６家庭 

提示案に反対：   １家庭 

執行部に一任： ２７家庭 

 

となりました。当件は多数決で決める性質

ではありませんので、反対意見をいただいた

方には、後日、執行部と学校を含めた三

者で再度ご意見を伺う機会を設けさせてい

ただき、真意を伺わせていただきました。い

ただいたご意見の中には執行部が見逃して

いた点も多く含まれており、改めて執行部

で来年度の内規協議を行いました。 

 

４．令和７年度からの内規 
 

 
よって来年度より下記の内規で動きます。 

 

① 地区評議委員から環境部選出廃止 

② 学級評議委員を２→１名へ 

③ 学級評議委員の６名で環境部・健

康部・文化部の専門部役割を担う 

 

地区評議員選出の後に学級評議委員の

選出になりますので重複はありませんし、専

門部を一括りにして役割平準化を行うと同

時に１P活動の幅を広げますので、従来よ

り一家庭の負担が軽減される予定です。 

 

会員の皆様のご理解とご協力を、どうか宜

しくお願い申し上げます。 

 

Santa Claus was coming to our class！ 
1. 新役員候補選出  

2. PTA内規変更に至る経緯 

3. 内規変更アンケート結果 

4. 令和７年度からの内規 

11月の土曜参観日では、平日の参観日より多くの会員の皆様とお会いで

きたのが嬉しかったです。ご参加ありがとうございました。気づけば、もうサンタクロ

ースが学校にやってくる季節となりました。月日が経つのは早いですね。 


